
  

2026年度 立命館大学大学院博士課程後期課程 博士課程院生研究支援奨学金 募集要項 

１．博士課程院生研究支援奨学金の目的・性格 

本奨学金は、本大学院博士課程後期課程相当（博士課程後期課程、一貫制博士課程（3回生以上）・4年制博士課程）に在

学する優秀な学生の優れた研究計画に対して、その実現に向けた経済的な負担を軽減し、在学中の学位取得に資する研究活

動を促進することを目的とし、博士論文の早期完成に繋げ、標準修業年限内での修了を後押しする。 

 

２．募集内容 

対象となる研

究活動 

博士論文に関連する研究活動のうち、助成対象期間内に実施するものであり、本奨学金により更なる研究

活動の促進・研究成果の発信が期待できるもの。（国内外における研究機関等における研究活動やフィール

ドワーク調査・インタビュー調査、図書館資料収集、国際学会への参加・発表などを想定） 

【以下の活動は対象外とする。】 

・博士論文と関係のない研究テーマを扱う活動 

・自己研鑽･啓発のみを目的としたもの（語学研修・資格取得の講座受講費等） 

・有給の研究活動（有給のインターンシップやアルバイト等を含むもの等） 

・他の団体からの奨学金や研究助成金を受けており、自己負担が発生しない活動 

対象となる活

動期間 
春学期募集：2026年 4月 1日～2027年 3月 31日に実施する研究活動 

秋学期募集：2026年 9月 26日～2027年 3月 31日に実施する研究活動 

奨学金額 １件あたり 10万円・30万円・50万円の 3種類のいずれかを給付する。 

研究計画の実現にあたり、必要な金額を選択し、申請すること。 

なお、審査の結果によっては、申請金額枠内で減額して採択する場合がある。 

対象経費 申請時に、研究計画の実現にあたり、給付された奨学金をどのように執行するのかをまとめた経費執行計

画書の提出を求める。この際に、執行経費として算入できる費目は、①物品費 ②謝金 ③旅費 ④その

他の 4点であり、詳細は別紙参照。個人の生活費や飲食費（※）に充てることはできない。 

※研究テーマが食や栄養に関する内容であり、研究を目的とした飲食費を執行経費に計上したい場合は、

別途理由書の提出を求める。研究目的・経費の適切性について審査のうえ、認めることがある。 

採用件数 本奨学金の 2026年度予算額の範囲内で採用件数を決定する。 

【（参考）2025年度採用実績】 

募集時期 10万円 30万円 50万円 合計 

春学期 0 2 43 45 

秋学期 0 3 18 21 

合計 0 5 61 66 
 

出願資格 本学の博士課程後期課程、一貫制博士課程（3回生以上）・4年制博士課程の正規課程に在学している者。 

【以下の者は対象外とする】 

①申請時に休学中の者 

※奨学金受給中に休学となった場合は、受給者の資格を取り消す場合がある。 

②在籍期間中に 3回以上採択されたことがある者（4年制博士課程在籍者は 4回以上） 

受給上限 同一年度内に再度受給することはできない。 

在籍期間中に受給できる回数は、3回までとする（ただし、4年制博士課程は 4回まで）。 

採択者の義

務 

（１）受講証明書と誓約書の提出 

日本学術振興会 研究倫理 eラーニングコース【eL CoRE】およびコンプライアンス教育の受講と公的

研究費の適正執行に関する誓約書の提出を求める。 

（２）予定している研究計画の遂行と経費の適切執行 

本奨学金を用いた経費については、活動終了後に決算報告書の提出を求め、決算報告書を基に検収を

行う。受給者は必要な証憑について採択後 1年間は保管することとし、必要に応じて大学への提出を

求める。万が一、虚偽申告や不正な経費執行などの事実が発覚した場合は、奨学金の返金を求めると

ともに、内容に応じては「立命館大学学生懲戒規程」に基づき、処分を行う。 

（３）研究成果報告書および決算報告書の提出 

予定していた研究計画の終了後、1カ月以内を目途に研究成果報告書および決算報告書の提出を求め

る。提出物をもとに研究成果・経費執行の適切性を確認し、場合によっては確認の場を設けることが

ある。年度末の最終提出期限までに研究成果報告書および決算報告書が提出されない場合は、採用の

取り消しや次年度以降の申請時に減点されることがあるため注意すること。研究成果の報告について

は、大学院キャリアパス推進室が行う研究発表企画等において発表を求める。 

（４）奨学金の戻入について 

給付した奨学金額よりも最終的な執行金額が下回っている場合は、その差額を大学に戻入すること。

また、採択後に研究活動を行わなかった場合や活動をキャンセルした場合は、支給した奨学金を全額

または未執行分については大学に戻入すること。 

 



  

３．申請期間・申請方法 

春学期募集：2026年 5 月 11日（月）9:00～5 月 15日（金）17:00 

秋学期募集：2026年 10月 12日（月）9:00～10月 16日（金）17:00 

 

研究計画の実現にあたり、必要な奨学金額を選択し、申請すること。申請提出後、申請区分の変更は出来ない。「４．申請

にあたっての留意事項」をよく読んだうえで、下記の【提出書類】1～6の順に PDFデータとして 1つのファイルにまとめ、

以下の URLから提出すること。 

＜重要＞ 

提出にあたっては、「提出前チェックシート」にて不備がないかを確認の上、提出すること。内容に不備がある場合、

減点対象とする。 

 

提出先 URL：https://cw.ritsumei.ac.jp/campusweb/SVA20D0.html?key=SUR20230323144017460410644 

※やむを得ない事情で、郵送での提出を希望する場合は、事前に RARAオフィスまでメール連絡をした上で、記入漏れの 

ないように十分留意し、提出期限内に必着で送付すること。（配達記録が残る書留郵便等を利用すること）。 

 

提出書類 

1 2026年度 博士課程院生研究支援奨学金申請書（様式１）（指導教員からの推薦コメント含む） 

※moodle+Rの大学院キャリアパス推進室のコースからダウンロード 

※申請書には指導教員の自署または捺印、もしくは指導教員が確認したことがわかるメール等の 

添付が必要 

2 研究業績報告書 

※研究業績報告書の出力方法：下記 URLから Ri-SEARCHシステムに Rainbowメールでログインし、「研究業績の

編集ページ」に進み、「研究業績報告書」からファイル出力する。 

【立命館大学若手研究者学術・キャリア情報検索システム（Ri-SEARCH）】               

https://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/research/ 

3 経費執行計画書（様式２） 

4 「立命館大学における人を対象とする研究倫理審査」に関するチェックシート（審査対象外の場合も要提出） 

5 (該当者のみ) 「立命館大学における人を対象とする研究倫理審査」対象の場合 

・審査を終えている場合は、審査結果通知書や研究開始許可通知書なども提出すること 

・承認審査中の場合は、その旨を申請書（様式１）に明記すること 

6 (該当者のみ)食材・食費関連の執行理由書・説明書（様式３）※2. 募集内容の対象経費欄を参照 

 

申請書作成時の注意事項： 

・文字サイズは必ず 10.5ポイントで作成すること。 

・様式改変不可。各項目とも定められた枠内に収めて記載すること。 

・申請書は 6ページで作成すること。7ページ以上の場合は減点対象となる。 

・【様式 2】経費執行計画書の合計（申請額）は、申請を希望する給付金額を超えているか確認すること。 

 

４．申請にあたっての留意事項 

① 申請にあたって、研究指導教員の自署ないし押印・推薦コメントを得ること。※自署・押印が難しい場合、メール証憑

でも可 

② 専門分野以外の教員が審査する場合があるため、専門分野が異なる方にもわかりやすい記述で申請書を作成すること。 

③ 研究倫理審査の受審について 

研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、

生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのよ

うな対策や措置を講じるのか事前に検討する必要がある（対象例：個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、提

供を受けた資料/試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理

委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験など）。下記の倫理審査委員会での審査が必要な場合は必ず研

究活動の実施前に倫理審査へ申請すること。なお、申請から審査結果が出るまでに約 2ヶ月かかるため、計画的に申請する

こと。 

○人を対象とする研究倫（人文社会科学系）理審査への申請 

https://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/mankind/ 

○人を対象とする医学系研究倫理（自然科学系）審査への申請 

https://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/iryo/ 

https://cw.ritsumei.ac.jp/campusweb/SVA20D0.html?key=SUR20230323144017460410644
https://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/research/
https://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/mankind/
https://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/iryo/


  

○動物を対象とする研究の申請 

https://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/animal/ 

④ 申請中～採択期間中において、学籍状態が変更になった、または変更を予定している場合は、採択の取消、戻入が必

要になる可能性があるため、わかり次第至急、RARAオフィスに申告すること。 

 

５．審査について 

（１）審査委員会 

① 博士課程後期課程研究支援奨学金審査委員会を設置し、審査委員による書面審査を審査基準に基づく審査を行う。 

② 博士課程後期課程研究支援奨学金審査委員会において選考のうえ、大学院キャリアパス推進室長が採用者を決定する。 

（２）審査基準 

① 研究目的・計画・博士論文の関係性 

研究目的の明確性および研究計画の具体性、研究の独創性に関する評価を行う。申請書の「博士論文に関わる研究計画

の全体像について」との関連性に考慮しつつ、本奨学金によって支援する研究活動が、博士論文の完成にあたり、どの

程度有効に活用できるのかについて評価を行う。 

② 本奨学金を活用する研究活動の準備状況・執行計画の妥当性 

研究準備状況の進捗に関して、研究計画の具体性、訪問先研究機関等との折衝状況などの準備状況を参考に、実現可能

性を評価する。経費執行計画については、対象期間内における奨学金の執行目的・内容を確認し、研究計画と経費執行

計画の関連性・費目の適切性・金額の妥当性を査定する。 

③ 研究業績 

「研究業績報告書」に基づき、研究業績について評価する。なお、評価にあたって当該学生の在籍する「回生」を考慮

する。 

④ （該当者のみ）研究倫理審査の受審状況 

研究倫理審査が必要な研究内容だった場合、研究倫理審査の受審状況も加味して評価する。審査を受けていない場合

は、採択保留または不採択とする。 

⑤ 標準修業年限内の修了見込み状況 

⑥ （過去受給歴のある方）採択時の研究成果 

過去に採択された時の研究成果報告について評価する。なお、研究成果報告書等の提出の不備（遅延や未提出）など採

択者の義務が遵守されていない場合は、不採択または減点とする。 

 

６．審査結果の通知 

出願期間終了後に、審査委員会にて審査のうえ、RITSUMEIKAN STUDENT PORTAL（RSP）にて採否を通知する。 

本奨学金受給を希望する者は、下記を提出すること。必要書類の提出をもって正式な決定とする。提出されない場合

は、奨学金を支給しない。 

① 日本学術振興会 研究倫理 eラーニング[eL CoRE]受講証明書 

② コンプラインス教育 理解度チェックおよび誓約書 

 

７．全体のスケジュール 

 

 

 

2026年 5月 11日(月)9:00～5月 15日(金)17:00 春学期募集 申請期間 

2026年 5月下旬～6月下旬 審査委員会による審査（春学期募集） 

2026年 7月上旬 採否通知発送 ※RSPで通知する 

2026年 7月中旬 受講証明書、理解度チェックおよび誓約書提出 

※期日までに提出がない場合は本奨学金を支給しない 

2026年 8月中旬 奨学金振込 

2026年 10月 12日(月)9:00～10月 16日(金)17:00 秋学期募集 申請期間 

2026年 11月下旬 審査委員会による審査（秋学期募集） 

2026年 12月上旬 採否通知発送 ※ RSPで通知する 

2026年 12月中旬 受講証明書、理解度チェックおよび誓約書提出 

※期日までに提出がない場合は本奨学金を支給しない 

2027年 1月下旬 奨学金振込 

2027年 3月 12日 「研究成果報告書」および「決算報告書」の提出期日 

https://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/animal/


  

８．その他 

（１）日本学術振興会特別研究員・RARA学生フェローシップとの併給について 

日本学術振興会特別研究員・RARA学生フェローが本奨学金に申請する場合、特別研究員の研究奨励費および RARA学生フ

ェローの研究費との併給を妨げないが、併給の必要性ならびに研究費と本奨学金の利用区分けを具体的に記載すること。

本内容の適切性・妥当性を審査項目に含めることとする。当該年度の研究費や本奨学金が余ることの無いように計画的な

執行に留意すること。 

 

（２）標準修業年限超過者からの申請について 

標準修業年限超過者も申請は可能である。ただし、申請者が多数いた場合、標準修業年限内の学生を優先することがある。 

 

（３）研究成果報告書に基づく再評価の実施 

提出された研究成果報告書を基に、改めて審査を行い、活動の評価を行う。適切な経費執行や研究活動が行われていない

場合は、次年度以降の申請時に減点を行うことや申請不可とする場合がある。 

 

９．出願書および個人情報の取扱い 

（１）出願書等の提出物は審査のみに利用する。なお、提出物の返却はしない。 

（２）出願書等により取得した個人情報は、審査以外の目的には利用しない。 

 

１０．問い合わせ先 

RARAオフィス 

E-Mail：g-schol2@st.ritsumei.ac.jp 

以上 

mailto:g-schol2@st.ritsumei.ac.jp


  

参考資料 

 

１．経費執行計画書に算入できる費目について 

 

奨学金で執行できる費目や執行基準にあたっては、立命館大学「研究費執行ガイドブック」を準用する。 

本奨学金の執行計画に算入できるのは、受給者の研究遂行上必要となる経費であって、①～④に該当するものにつ

いて執行が可能となる。なお、当然のことながら個人の生活費や飲食費に充てることはできない。 

 

費目 概要・支出例 執行上の注意 

①物品費 

研究遂行にあたって必要な物品を購入するための経費 

①書籍・雑誌、資料、辞書等 

②文房具、実験器具・材料 

③各種ソフトウェア（ライセンス料含む） など 

 

②謝金 

1)成果物に基づく報酬・謝金 

2)講演、専門的な指導・助言等に対する報酬・謝金 

3)人を対象とする医学系研究における被験者への報酬・謝金、

アンケート・聞き取り調査に対する報酬・謝金 

 

他大学の学生、本学の学生、研修

生、研究生に講師謝礼を支払うこ

とはできない。 

③旅費 

国内・国外出張（資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の

成果発表等）のための経費 

※日当は、「研究費執行ガイドブック」に従って計算すること 

旅費の算定は「立命館旅費支給規

程」に則って行う。  

④その他 

上記のほか研究を遂行するための経費 

印刷費、通信費（切手等）、通訳・翻訳・校正・アンケート・

調査等の業務請負、資料の印刷・製本等に要した費用、学会年

会費、研究成果発表費用（学会参加費、論文校正費用、学会誌

投稿料） 

茶菓子等の費用や手土産代は執行

対象として認めない。  

※研究の目的で使用するものであることが客観的に判りにくいものについては、詳細を説明した「理由書」（形式自

由）を添付してください。客観的に判断しにくい執行に関しては RARAオフィスにご確認ください。また、RARAオフィ

スからも、使途目的に関してお尋ねし、理由書の提出をお願いする場合があります。 

※講師区分と謝礼金額 

学外のポストドクトラルフェロー、本学教職員等：10,000円（この金額に源泉徴収税相当額を加える） 

他大学教員、企業の役職者等         ：30,000円（この金額に源泉徴収税相当額を加える） 

他大学学長・副学長・学部長、企業の役員等  ：50,000円（この金額に源泉徴収税相当額を加える） 

 

２．研究テーマが食や栄養に関する内容であり、研究を目的とした飲食費を執行経費に計上したい場合 

別途理由書の提出を求める。理由書には、どのような目的で飲食をしようするのか、飲食費の内訳の詳細などを記載し

たうえで、指導教員の了承と連名で提出すること。研究目的・経費の適切性について審査のうえ、認めることがある。 

 

３．本奨学金で支援した活動事例 

・国立国会図書館などに文献資料やデータ収集を行うための交通費・宿泊費・関連書籍の購入・資料収集費 

・国内外におけるフィールド調査やインタビュー調査を行うための交通費・宿泊費、調査分析に必要な機器の購入 

・国際会議やシンポジウム等への出席 

・国内外の研究機関に訪問し、研究会への出席や共同研究を行うための交通費・宿泊費・関連書籍の購入 

・アンケート調査会社に調査依頼を行った際の費用 

 

 

https://www.ritsumei.ac.jp/research/member/file/research_expenses/guidebook.pdf

